
　広告物を表示する前に、禁止広告物や禁止物件に該当しないか、また、表示可能な地域であるか、

広告物の大きさなどが許可の基準に適合しているかなど、以下のフロー図に沿って確認してください。

（３）屋外広告物の表示フロー

●自家広告物

※1：一部の禁止物件には表示す

ることができます。

    （3ページ参照）

※2：道標、案内図板などの広告物については、公共的目的

に限り、禁止地域においても、一定の基準を満たす

ものは、許可を受けて表示することができます。

　　（12ページ参照）
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●一般広告物
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●許可地域：広告物を表示するときは、許可申請が必要です。

第1号
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許可地域の区分

第１種許可地域

第２種許可地域

第３種許可地域

（４）禁止地域・許可地域

●禁止地域：広告物を表示することはできません。

地域又は場所条例第3条 

第１号
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第3号
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第11号
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第9号

第8号

第7号

（8～10ページ「禁止地域・許可地域の範囲」を参照）

（8～10ページ「禁止地域・許可地域の範囲」を参照）

○第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、

第２種中高層住居専用地域で市長が指定する区域

○景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、緑地保全地域、生産緑地地区、伝統的建造物

群保存地区（市長が指定する区域を除く）

○市民農園整備促進法第２条第２項に規定する市民農園の区域（市長が指定する区域

を除く）

○都市計画決定され、利用されている都市公園

○重要文化財、国宝、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財に指定された建造物及び

その周囲で市長が指定する地域

○史跡名勝天然記念物、特別史跡名勝天然記念物に指定された地域

○史跡名勝天然記念物に仮指定された地域

○重要文化的景観

○長崎県の有形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財に指定された建造物及びその

周囲で市長が指定する地域

○長崎県の史跡名勝天然記念物に指定された記念物及びその周囲で市長が指定する地域

○風致保安林

〇原生自然環境保全地域

○自然環境保全地域

○県指定自然環境保全地域

○県指定緑地環境保全地域

○保存樹林

○道路及び鉄道等（予定地含む）で市長が指定する区間

○道路及び鉄道等（予定地含む）から展望することができる地域で市長が指定する区域

○官公署、学校、保育所、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館及び病院

○古墳、墓地及び火葬場

○公衆が休息、観賞、散歩、運動、遊戯等のために利用する地域又は場所のうち市長が

指定する区域

第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、

第２種中高層住居専用地域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域

○景観法により定められた景観計画区域（市長が指定する区域を除く）

○都市計画法により指定された都市計画区域

○公園、河川、湖沼、渓谷及び海浜並びにこれらの付近の地域で市長が指定する区域

○港湾、漁港、空港及び駅前広場並びにこれらの付近の地域で市長が指定する区域

○道路及び鉄道等で市長が指定する区間並びにこれらから展望できる地域で市長が指

定する区域

条例第5条 地域又は場所

第１種許可地域、第３種許可地域以外の地域
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●禁止地域・許可地域の範囲（規制図）

詳しくは佐世保市のホームページ（http://www.city.sasebo.lg.jp/）から『させぼ街ナビ』をご覧ください。
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黒島

宇久地区

0 10km N

禁止地域（道路）

凡  例

禁止地域

禁止地域（その他）

第１種許可地域

第２種許可地域

第３種許可地域

＜10ページ拡大図の範囲＞＜10ページ拡大図の範囲＞

詳しくは佐世保市のホームページ（http://www.city.sasebo.lg.jp/）から『させぼ街ナビ』をご覧ください。

（道路沿いの展望できる区域）

※市街的区間を除く。

※市街的区間とは
　 道路及び沿線において概ね１０戸以上の家屋が
 ５０ｍ以下の距離で連続する区域。
 （詳細につきましては、お問い合わせください。）

 令和 2年 4月より、吉井町、世知原町、小佐々町、

宇久町の一部、鹿町町の一部及び浅子町、高島町を

規制区域に追加し、佐世保市全域を屋外広告物

（看板）の規制区域とました。 （第２種許可地域の基準

が適用されます。）

 すでに設置されている屋外広告物（看板）については、

令和 5年 3月 31 日までに許可申請を行う必要がありま

す。ただし、用途・規模によっては許可不要の場合があ

ります。


